
注意！

これからマイナ免許証を取得する方へ

新しいマイナンバーカードの交付申
請中（更新、再交付申請中）の方は、
新しいマイナンバーカードが交付され
た後にマイナ免許証の取得手続を行っ
てください。

新潟県警察

現在のマイナンバーカードに免許情
報を記録しても、新しいマイナンバー
カードには免許情報が記録されていな
いため、交付後のマイナンバーカード
に、再度、免許情報を記録する必要が
あります。

新しいマイナンバーカードに免許情報
を記録するためには、運転免許センター
又は運転免許センター各支所での手続が
必要です。手続では1,500円の手数料と
申請用写真が必要です。
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